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(57)【要約】
上部部品および下部部品を備えるはさみ式のチャーム開
放本体を有する、手持ち式チャームオープナーであって
、上部部品および下部部品はそれぞれ、垂直方向に向い
ているが水平方向に整列する少なくとも１つの突起部を
備えており閉じられたブレスレットチャームに挿入され
、親指および人差し指の間での手動による装置の押圧に
より、突起部は並進的垂直運動によって互いに近づくよ
うに移動し、一方でチャームが半分に分割されて内部の
中央部が露出するまで、突起部がチャームの開口部に係
合し、突起部の円弧形状はチャームを損傷から保護する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾的チャームを開放するための装置であって、
　第１のハンドル部および前記第１のハンドル部に固定された第１のヘッド部を有する第
１硬質部材と、
　第２のハンドル部および前記第２のハンドル部に固定された第２のヘッド部を有する第
２硬質部材であって、前記第１硬質部材は前記第２硬質部材に枢動的に連結される、第２
硬質部材と、を備え、
　前記第１のヘッド部は下方に向いたピラミッド型のこじ開け用ブレードを備え、前記第
２のヘッド部は装飾的チャームにその間で係合し、前記チャームを分割して開放するため
の凹形状を備えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記第１硬質部材の前記ヘッド部の反対側に形成された開口部、および、前記第２硬質
部材の前記ヘッド部の反対側に形成された開口部を各々通って延伸する枢動ピンをさらに
備えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記枢動ピンは付勢部材を含むことを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記付勢部材は前記第１のヘッド部および前記第２のヘッド部を離隔させるように付勢
することを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のヘッド部は、前記チャームの分割の際、前記チャームに係合し、且つ、適所
に確実に保持するための鋸歯状縁部をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の装
置。
【請求項６】
　装飾的チャームを開放する装置であって、
　第１のハンドル部および前記第１のハンドル部に固定された第１のヘッド部を有する第
１硬質部材と、
　第２のハンドル部および前記第２のハンドル部に固定された第２のヘッド部を有する第
２硬質部材であって、前記第１硬質部材は前記第２硬質部材に枢動的に連結される、第２
硬質部材と、
　前記第１硬質部材の前記ヘッド部とは反対側に形成された開口部、および、前記第２硬
質部材の前記ヘッド部とは反対側に形成された開口部を各々通って延伸する枢動ピンと、
を備え、
　前記枢動ピンは付勢部材を備え、前記付勢部材は前記第１のヘッド部および前記第２の
ヘッド部を離隔させるように付勢し、
　前記第１のヘッド部は下方に向いたピラミッド型のこじ開け用ブレードを備え、前記第
２のヘッド部は装飾的チャームにその間で係合し、前記チャームを分割して開放するため
の凹形状を備えることを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記第１のヘッド部は、前記チャームの分割の際、前記チャームに係合し、且つ、適所
に確実に保持するための鋸歯状縁部をさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の装
置。
【請求項８】
　装飾的チャームを開放する方法であって、
　第１のハンドル部および前記第１のハンドル部に固定された第１のヘッド部を有する第
１硬質部材を提供するステップと、
　第２のハンドル部および前記第２のハンドル部に固定された第２のヘッド部を有する第
２硬質部材を提供するステップであって、前記第１硬質部材は前記第２硬質部材に枢動的
に連結される、ステップと、
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　前記第１硬質部材の前記ヘッド部とは反対側に形成された開口部、および、前記第２硬
質部材の前記ヘッド部とは反対側に形成された開口部を各々通って延伸する枢動ピンを提
供するステップであって、前記枢動ピンは付勢部材を備え、前記付勢部材は前記第１のヘ
ッド部および前記第２のヘッド部を離隔させるように付勢し、前記第１のヘッド部は下方
に向いたピラミッド型のこじ開け用ブレードを備え、前記第２のヘッド部は装飾的チャー
ムをその間で係合し、前記チャームを分割して開放するための凹形状を備える、ステップ
と、
　圧縮部材を備える小さな開口部の付された装飾的チャームを、前記第１のヘッド部およ
び前記第２のヘッド部の間に配置するステップと、
　前記第１硬質部材および前記第２硬質部材を互いに向かって移動させることにより前記
こじ開け用ブレードを前記チャームの開口部に接触させるステップと、
　前記チャーム外部に実質的な機械的損傷を与えることなく、前記圧縮部材を移動させ、
前記チャームの２つの側部をこじ開けるステップとを含む方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下は、現在関連していると思われる先行技術の一覧である。
［米国特許］
特許番号             種別コード    発効日               特許権保有者
５，４０３，２３０   Ａ     １９９５年４月４日          Ｃａｐｒｉｇｌｉｏｎｅ，
　Ｓｒ．
７，１１２，１２９   Ｂ２   ２００６年９月２６日        Ｚｉｍｂｏｎｅ，　ｅｔ．
　ａｌ．
７，３６１，０８０   Ｂ２   ２００８年４月２２日        Ｍａｒｔｉｎ
７，７８４，３８３   Ｂ２   ２０１０年８月３１日        Ｓａｌｖａ，　ｅｔ．　ａ
ｌ．
７，８０６，０２８   Ｂ２   ２０１０年１０月５日        Ｙｕｅ
７，９７６，３６５   Ｂ１   ２０１１年７月１２日        Ｋｉｎｇ
８，３８７，２６０   Ｂ２   ２０１３年３月５日          Ｑｕｅｎｔｉｎ
８，４３８，９５１   Ｂ１   ２０１３年５月１４日        ＭｃＣａｂｅ，　ｅｔ．　
ａｌ．
８，４８４，７８５   Ｂ１   ２０１３年７月１６日        Ｋｒｉｓｔｉａｎｓｅｎ，
　ｅｔ．　ａｌ．
［米国特許出願公開］
公開番号                    種別コード    公開日               出願人
２０１３／０１２４３０１    Ａ１   ２０１３年５月１６日        Ｂａｃｈｍａｎ
［海外特許文献］
該当なし
［非特許文献］
該当なし
【０００２】
［著作権およびトレードドレスに関する通知］
　本特許文書の開示の一部は、著作権の保護の対象となるデータを含んでいる。この特許
文書は所有者のトレードドレスである、またはトレードドレスになりうる事項を提示し、
および／または説明しうる。著作権およびトレードドレスの所有者は、米国特許商標局の
特許出願または登録に見られるような、特許開示のうちのいずれか１つによる完全な複写
に異論はないが、その他の点では一切の著作権およびトレードドレス権を所有する。
【０００３】
　本発明は、ジュエリーを着用するための補助装置に関し、特にジュエリー連結部の着け
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外し、ロックチャーム（固定式チャーム）およびセーフティチェーンロックのような装飾
的なチャームのチャームブレスレットからの取り外しのための補助装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　ロックチャームのような装飾的なチャーム、およびセーフティチェーンロックは、一旦
ブレスレットに装着されると、強力な圧縮（締結、ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）部材によっ
て適所に固く保持される。このタイプのジュエリーは、一般にヨーロピアンチェーンまた
はヨーロピアンチャームとも呼ばれる。これらのチャームが高価であることを考慮し、多
くの場合、チャームを開き、チャームブレスレットから取り外すことを極めて困難にする
ことによって事故を防ぐように圧縮部材が設計される。高価なチャームをうっかり紛失す
るリスクをさらに減らすために、多くのブレスレットはセーフティチェーンおよびロック
が装着されている。さらに、ネックレス、アンクレットおよびブレスレットのようなジュ
エリーは、掴み、開位置を保ち、確実に留めることが難しい連結部を有している場合が多
い。これは多くのジュエリーの上質で繊細な特性によるものであろうが、ジュエリーの連
結部を上手に操作および留めるための留め金具および／または着用者の制約によって、ジ
ュエリーの掛け金を留めるプロセスはさらに複雑化される。
【０００５】
　例として、典型的な「ロブスタークロウ」タイプ、またはスプリングリングタイプのク
ラスプを留めるには、クラスプの開閉を作動する、クラスプの環状リングから延伸する小
さなレバーの操作を必要とする。レバーを視覚的または触覚的に探し、クラスプの付勢に
対して開位置に操作および保持するのが難しい場合がある。次いで、留め金具は、ジュエ
リーの反対側の連結部をクラスプの狭い開口部に配置するとともに、連結部を留めるため
にレバーを開放しなければならない。
【０００６】
　クラスプを留め、チャームをこじ開け、チャームブレスレットに追加または取り外す困
難なプロセスは、ジュエリーの連結部を見て、整列させ、留めることができないことによ
って、さらに困難となりうる。チャームを手で開くことは事実上不可能である。チャーム
の狭い開口部は狭すぎて、爪が辛うじて中に入るほどであることはもちろんのこと、爪は
奥深くに入った圧縮部材に到達しようとして、チャーム外部の全長に沿って移動するばか
りである。チャームブレスレットに起因するこれらの困難は、多くの着用者が試行錯誤に
よって連結具を留め、また、ブレスレットのチャームを壊しかねない手段を使って、チャ
ームをこじ開けようとする原因となってきた。ユーザがチャームを開けるためにナイフや
針といった一般に利用可能な先端のとがった物体に頼る際、十分にもどかしいとともに悪
影響を及ぼす。
【０００７】
　チャームを開き、チャームブレスレットおよびジュエリー部品の連結部の留め金具から
チャームを外すのを補助するための補助装置が開発されてきたが、いずれも、多くのユー
ザが要望する簡便性および柔軟性を提供するものではない。装飾性の高いチャームおよび
バネ式のジュエリー連結部を、損傷を与えることなく安全に開くための補助装置が必要と
されている。本発明はこれらの必要性を実現するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、ロックチャームやセーフティチェーンロックといった一般的な装飾的
チャームの開放を補助する、低コストの手動による装置を提供することにある。本発明は
コンパクトで安全であり、耐久性があり、一般的な材料から成り、容易に製造できる。本
発明の本体は、Ｖ字型を形成するように互いに枢動（回動）可能に取り付けられた２つの
基本アームピースを備える。２つのアームは、連結された端部を形成するように一方の端
部で互いに連結され、連結された端部から開き始める。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明は、いくつかの突起部を備え、そのうちの少なくとも１つは弓状であり、チャー
ムを適所に確実に固定するように設計されている一方で、本発明はこじ開けてチャームを
開くために使用される。チャームを開くのに本発明のオープナーが使用されうる場合に、
突起部の形状および間隔が、チャームの形状およびサイズの適応性を可能にする。高価な
ジュエリーであろうチャームに損傷を与えることなく、チャームを開く動作を容易にする
ために、尖った先端を含む少なくとも１つの硬質の端部が、一方の基本ピース（ｐｒｉｍ
ａｒｙ　ｐｉｅｃｅｓ）の形状に挿入される。
【００１０】
　本発明のある実施形態では、ばね部材が、第１のアームの第１の端部、および第２のア
ームの第１の端部を、互いに離れるように、一般的方向（ｉｎ　ａ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｄ
ｉｒｅｃｔｉｏｎ）に付勢する。第１のアームの第１の端部、および第２のアームの第１
の端部を互いに向かって一般的方向に操作する際、第１のアームおよび第２のアームの第
２の端部も、互いに向かって一般的方向に移動する。第１のアームの第２の端部、および
第２のアームの第２の端部が一緒に操作される際、第１のアームの内面は、第２のアーム
の内面と完全に反対（逆）の状態で静止する。
【００１１】
　第２のアームの片方の端部は、本発明のジュエリーツールの使用中、チャームを適所に
保持する、顕著な機械的優位性を提供する角度がついた先端をさらに備える外方弓状部を
備える。第２のアームは、本発明のジュエリーツールの使用中、セーフティチェーンロッ
クをその中に静止させるための凹状の空洞をさらに備える。この空洞は、ツールが係合さ
れているときに発生しうる損傷を防ぐように設計されている。本発明のツールは、様々な
材料で製造可能でありながら、現在使用されているオープナーを悩ませる問題を取り除き
、より高い実用性をもたらす。
【００１２】
　１つまたは複数の態様の、これらのおよび他の優位性が、以下の説明および添付の図面
の考慮から明らかにされよう。上記の説明は多くの特異性を含んでいるが、実施形態の範
囲を限定すると解釈されるべきではなく、複数の実施形態のいくつかを説明しているに過
ぎないと解釈されるべきである。よって、実施形態の範囲は、ここに与えられた例によっ
てではなく、添付された請求項および法的同等物によって定められるべきである。
【００１３】
　本発明に関連する当業者は、添付される請求項の範囲内で、別の形態を考案可能である
ことから、以下の発明の説明と添付された図面は、図示および説明されている例に本発明
を限定すると解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明のより完全な理解のために、添付される図面、符号および発明の詳細な説明と併
せて、以下に簡単な説明を行う。
【図１】本発明に従ったジュエリーツールの正面斜視図である。
【図２】本発明に従ったジュエリーツールの後面斜視図である。
【図３】本発明に従ったジュエリーツールの側面図である。
【００１５】
　以下、本発明の実施形態が述べられる。ただし、本発明は具体的に説明された実施形態
に限定されるものではないことが理解されるべきである。代わりに、異なる実施形態に関
連するか否かに関わらず、以下の特徴および要素のあらゆる組み合わせが、本発明の実行
および実践のために熟慮される。さらに、様々な実施形態において、本発明は先行技術に
対して数多くの優位性を提供する。ただし、本発明の実施形態が他の考えられる解決法お
よび／または先行技術に対する優位性を実現しうるとしても、特定の優位性が所与の実施
形態によって実現されるか否かは、本発明を限定するものではない。よって、以下に記さ
れる態様、特徴、実施形態および優位性は、請求項に明確に記載されている場合を除き、
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単なる実例に過ぎず、添付された請求項の要素または限定とはみなされない。同様に、「
本発明」という言及は、ここに開示される発明の趣旨を一般化するものと解釈されるべき
ではなく、さらに、請求項に明確に記載されている場合を除き、添付された請求項の要素
または限定とみなされるべきではない。
【００１６】
　例示を簡略化かつ明確化するために、図面は一般的な構造を図示しており、本発明を不
必要に不明瞭にすることを避けるために、既知の特徴および技術の説明および詳細が省略
されている場合がある。さらに、図面の要素は必ずしも実寸では描かれていない。例えば
、本発明の実施形態の理解を促すために、図面の要素のいくつかの寸法は、他の要素に対
して誇張されている場合がある。異なる図面の同一の符号は、同一の要素を意味する。
【００１７】
　説明および請求項に「第１の」「第２の」「第３の」「第４の」などの用語がある場合
、それらは同様の要素の間で識別するために使用されるものであり、特有の順番または時
系列を表すために必ずしも使用されていない。このように使用される用語は、例えば、こ
こに説明される実施形態が、図示されている、またはここに説明されている順番とは別の
順番で動作可能であるように、該当する状況において交換可能であることは理解されるべ
きである。さらに、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」および「有する（ｈａｖｅ）」という用
語、およびそれらが変形したものは、包括的な包含を対象とすることが意図されており、
要素の列挙から成るプロセス、方法、システム、物品、装置または器具は、必ずしもそれ
らの要素に限定されず、むしろ、明確に列挙されていない他の要素、またはかかるプロセ
ス、方法、システム、物品、装置または器具に固有ではない他の要素を含んでもよい。
【００１８】
　説明および請求項に「左」「右」「正面」「背面」「頂部」「底部」「上部」「下部」
などの用語がある場合、それらは記述的な目的のために使用され、恒久的な相対位置を説
明するために必ずしも使用されていない。このように使用される用語は、例えば、ここに
説明される実施形態が図示されている、またはここに説明されている方向とは別の方向に
動作可能であるように、該当する状況において交換可能であることは理解されるべきであ
る。
【００１９】
　最後に、「チャームオープナー」および「装飾的チャーム」は例として言及されており
、限定のために言及されてはいない。本発明のジュエリーツールは、ブレスレット、ネッ
クレス、アンクレットのあらゆるチェーンを開くために使用されうる。さらに、本分野で
は「装飾的チャーム」を「ロックチャーム」または単に「ロック（ｌｏｃｋｓ）」と言及
することが知られている。また、本分野では、チャームブレスレットを「ヨーロピアンチ
ャームブレスレット」および「ヨーロピアンチェーン」と言及することが知られている。
よって、以下に提供される例は本発明の範囲を限定するものではなく、むしろ、本発明の
実施形態を例示することが意図されている。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の例示的な実施形態が以下に説明される。これらの説明は好適な実施形態を例示
することを目的としており、それらに限定することを目的としていない。以下の説明は、
これらの実施形態の実施可能な説明を完全に理解するために、具体的な詳細を提供してい
る。当業者は、本発明はかかる詳細なく実践できうると理解するであろう。他の例では、
本実施形態を不必要に不明確にすることを避けるために、既知の構成および機能は図示ま
たは説明されていない。
【００２１】
　詳細について図１－３を参照すると、番号１０は、装飾的チャーム、ロックチャーム、
セーフティチェーンおよびクラスプを開くための、本発明のジュエリーツール装置を示し
ている。装置１０は、枢動可能に連結され、近接した、一対の指押圧部材１２および１４
を備える。各指押圧部材１２および１４は、ハンドル部１８、２０、および、ヘッド部２
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２、２４をそれぞれ備える。頂部ハンドル部１８は、その縦軸の大部分に沿って互いに離
れて延伸する底部ハンドル部２０よりもわずかに狭く、その結果、２つのハンドル１８お
よび２０が同時に押圧されると、第１のハンドル部１８は第２のハンドル部２０の内部に
入れ子状態で係合することができる。ある実施形態では、ハンドル部１８および２０の外
面は、ユーザがハンドル部を握りやすいように、高摩擦カバーを有してもよい。
【００２２】
　ヘッド部２２、２４は、各押圧部材１２および１４と一体的に形成される。ある実施形
態ではピン部材を備えうる枢動点１６は、ハンドル部１８および２０に形成された、対応
する開口部を通って挿入され、それによって押圧部材１２および１４の間の枢動動作を可
能にする。ある実施形態では、強化バネ（図示せず）が指押圧部材１２および１４を枢動
的に相互連結する。さらに、強化バネは、ユーザによって押圧されていないとき、押圧部
材１２および１４をＶ字に保つのに十分な抵抗力を与える枢動点１６を貫通する指押圧部
材１２および１４を操作的に相互連結する。
【００２３】
　本発明の装置１０は、実質的に、はさみ状のチャーム開放本体５０も含んでいる。第１
のヘッド部２４には凹型内面２６が備わっている。溝３０がヘッド部２４の第１の側部３
２から第２の側部３４に延伸する内面２６上に形成されている。開放されるチャームまた
は他の対象物が、ヘッド部２４の第１の側部３２から第２の側部３４に延伸する湾曲の間
に収容されることが可能であるように、内面２６は凹型である。この内面２６は、チャー
ムまたはその一部を、その中に着脱可能に受ける。ある実施形態では、この内面２６は鋸
歯状縁部３６を備えていてもよい。鋸歯状縁部３６は、チャームの開放プロセス中に、チ
ャームが摺動することを防ぐ一方で、開放されたチャームまたは他の物品を強固に固定す
る役割も果たしている。
【００２４】
　溝３０は、本発明の装置１０の使用中、セーフティチェーンロックのチェーン部分がそ
の中に静止するように、凹状空洞を形成する。溝３０は、装置１０が係合している際に起
こりうる損傷を防ぐように設計されている。
【００２５】
　第１のヘッド部２２にはこじ開け部材（ｐｒｙｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ）４０が備わって
いる（図２参照）。こじ開け部材４０は、ヘッド部２２の第１の側部４２から第２の側部
４４に延伸する表面上（図１）に形成されている。装置１０のある実施形態では、こじ開
け部材４０が備わったヘッド部２２は鋸歯状であってもよい。鋸歯状縁部４６は、装置１
０の使用中、チャームを強固に固定し、さらにチャームが摺動することを防ぐ役割も果た
している。
【００２６】
　図２により明確に例示されているように、第１の押圧部材１２の内端は、こじ開け部材
とも呼ばれる角度切端４０を有する。角度切端４０は約４５°を定めるように示されてい
るが、この角度の大きさは例示目的にすぎず、切端４０は必ずしも４５°でなくてもよい
ことは理解されるべきである。切端４０は、切端４０に鋭利な構造を提供することに適し
た角度で構成されてもよく、その結果、いかなる損傷を発生させることなく、装飾的チャ
ームおよびセーフティチェーンロックを分割し、またはジュエリーのクラスプ（留め金）
を開くことができる。
【００２７】
　枢動点１６は、ハンドル部１８、２０およびヘッド部２２、２４が互いに向かっておよ
び互いから離れるように移動することを可能にする。損傷を発生させることなく、チャー
ムを開くのに十分な力で装飾的チャーム、セーフティチェーンまたはクラスプを押し付け
るように、ヘッド部２２、２４の枢動動作を合理的な程度に制御できる状態を維持しなが
ら、ユーザが親指および人差し指を使って握るのに適切であるように、ハンドル部１８お
よび２０の長さが選択される。
【００２８】
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　先述のとおり、ジュエリーツール装置１０が開位置に付勢されており、第１の押圧部材
１２および第２の押圧部材１４が枢動点１６周囲の一点において接触し、Ｖ字型を形成す
る。ある実施形態では、枢動点１６は、ピンの周囲にコイルを巻いた（図示せず）付勢部
材を備え、さらに、押圧部材１２、１４を中央縦軸Ｘから離れさせようとする末端部を有
する。ただし、付勢部材は、例えばリーフスプリングまたは弾性重合体構造といった、押
圧部材１２および１４を開位置に押しやるのに適切な移動力を提供する弾性エネルギー蓄
積装置であってもよい。
【００２９】
　使用時、使用者は片手で、親指と人差し指の間にハンドル部１８および２０を配置する
。こじ開け部材４０の形状およびサイズは、チャームブレスレットで一般的に見受けられ
るような装飾チャームの溝（グルーブ）内に係合するように選択される。使用時、チャー
ムは、先述の溝がこじ開け部材４０に向かって上方に面するように、凹型内面２６上に配
置されてもよい。次いで、ユーザはハンドル部１８、２０をチャームに対して操作し、そ
の結果、チャームは分割されるか、またはハンドル部が、実質的に連続する線を形成する
溝に平行な配置となる。ハンドル１８および２０に力が付加されると、こじ開け部材がチ
ャームの２つの側部の間の溝に向かって挿入され、該部材を関連させながら押圧する。こ
れによりチャームが開放される。
【００３０】
　ユーザはチャームが開放されたことに気付くとすぐに、ハンドル部１８、２０への押圧
動作を容易に停止することができる。チャームは関連する部材が押圧されると、異なる度
合の抵抗力を呈するため、ユーザはハンドル部１８、２０にかかる押圧動作を停止するこ
とによって、チャームへの損傷を防ぐことができる。
【００３１】
　ある実施形態では、起伏のある親指載置部材（図示せず）がハンドル部１８、２０の上
端部に配置されうる。親指載置部材には、一対の、円形で間隔の空いた突起部がそこに施
されうる。突起部の間のくぼみが、ユーザの親指および人差し指を収容するように形成さ
れうる。
【００３２】
　本発明は特定の実施形態を参照して説明されているが、当業者が本発明の範囲から逸脱
することなく、様々な変更を行いうることは理解されるであろう。したがって、実施形態
の開示は、本発明の範囲を例示することを意図しており、限定することを意図していない
。本発明の範囲は、添付の請求項によって請求される程度にのみ限定されることが意図さ
れている。当業者にとって、ここに考察されている装置および方法は様々な実施形態によ
って実行されうること、および、それらの実施形態のいくつかに関する先述の考察は、す
べての考えうる実施形態の完全な説明を必ずしも示していないことは至極明らかであろう
。むしろ、図面の詳細な説明および図面そのものは、少なくとも１つの好適な実施形態を
開示するとともに、別の実施形態を開示しうる。
【００３３】
　個別の請求項で請求されるすべての要素は、個別の請求項で請求される実施形態の本質
的要素である。結果として、１つまたは複数の請求される要素の置き換えは改変を成すも
のであり、修正ではない。さらに、利益、他の優位性および問題解決法が個別の実施形態
に関して説明されている。ただし、利益、優位性または解決法を発生させる、またはそれ
らをより顕著にするであろう利益、優位性、または問題解決法、およびあらゆる要素は、
かかる利益、優位性、解決法または要素がかかる請求項にて言及されていなければ、いず
れかの請求項またはすべての請求項の重要な、必須の、または本質的な特徴または要素と
して解釈されるべきではない。
【００３４】
　さらに、実施形態および限定が、（１）請求項で明確に請求されていない場合、および
（２）均等論に基づき、請求項の明確な要素および／または限定と同等である場合、また
は潜在的に同等である場合、発明の公開主義に基づき、ここに開示される実施形態および
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【００３５】
　本発明の特定の形態が例示および説明されてきたが、本発明の趣旨および範囲から逸脱
することなく、様々な修正が成されうることは明白であろう。例えば、たとえば発明者が
、チャームブレスレットのセーフティクラスプなどをこじ開けることが必要な、様々な他
の装飾的品目を開放するためのジュエリーツールを使用する可能性を熟考したとしても、
ジュエリーツールは、装飾的チャームを開放するものとして説明されうる。したがって、
本発明は、添付される請求項以外に限定されることを意図していない。
【００３６】
　ここに提供される教示は、ここに説明されているシステムに限定されない、他のシステ
ムに適用されることも可能である。上記の様々な実施形態の要素および行為は、さらなる
実施形態を提供するために組み合されることが可能である。添付提出書類に挙げられうる
ものを含め、すべての上記特許および出願、ならびに他の参考文献は、本明細書の一部と
して援用される。本発明のさらなる実施形態を提供するために、上記の様々な参考文献の
システム、機能、および概念を用いるように、本発明の様態は必要に応じて修正されても
よい。
【００３７】
　本発明のある特徴または様態を説明する際に使用される固有の専門用語は、かかる専門
用語が関連付けられるジュエリーツールの具体的な性質、特徴または態様に当該専門用語
が限定されることを示唆していると解釈されるべきではない。上記の発明の詳細な説明に
て、かかる用語を明確に定めていなければ、通常、以下の請求項で使用される用語は、明
細書に開示される具体的な実施形態に本ジュエリーツールを限定すると解釈されるべきで
はない。したがって、実際の範囲は開示された実施形態のみならず、開示されたシステム
を実施または実行するすべての同様の方法をも包含する。本ジュエリーツールの実施形態
の上記説明は、先に開示された正確な形態、または特定の使用分野に徹底する、または限
定することを意図していない。例えば、ツールの具体的な実施形態が例示を目的として先
に説明されていたとしても、関連分野の当業者が認識するであろう様々な同様の修正が可
能である。
【００３８】
　本ジュエリーツールのある様態が、以下に請求項の形式で具体的に示されてはいるもの
の、発明者は多数の請求項形式によるシステムの様々な態様を熟考している。よって、発
明者は本ジュエリーツールの他の様態の、追加の請求項形式を追求するために、出願後に
追加的請求項を追加する権利を有する。
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